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令和８年度盛岡市職員採用試験受験案内 

受付期間 

 令和８年４月１日（水） 

～令和８年４月24日（金） 

第一次試験 

 令和８年５月10日（日） 

【問い合わせ先】盛岡市総務部職員課人事係 

〒020-8530 盛岡市内丸１２-２ 電話：019-626-7505(直通) 

市公式ホームページ： 

 https://www.city.morioka.iwate.jp/shisei/1012027/juken/1055908.html 

職員採用専用サイト（パブリックコネクト）： 

 https://public-connect.jp/employer/57728 

E-mail：shokuin@city.morioka.iwate.jp 

 

＜盛岡市が求める職員像＞ 

少子・高齢化、国際化、高度情報化の進展、環境問題の深刻化など、社会環境が変化する中で、地

域の課題を自らの知恵と工夫で解決していく自治体への転換が求められています。 

これらの課題に取り組み、市民の負託に応えるために、本市では人材育成・確保基本方針に掲げる

「挑戦する職員」「協働する職員」「信頼される職員」を求めています。 

 

 令和８年度中に採用する盛岡市職員の採用試験を次のとおり行います。 

 

１ 職種区分、採用予定人員及び職務内容 

職  種  採用予定人員 職 務 内 容 

建築技術職（大学卒程度・社会人経験者・

公務員経験者） 
数人 建築工事の設計、建築確認申請の審査等 

※採用時期は令和８年８月を予定しております。 

※採用予定人員については、事務事業の見直し等により変更することがあります。 

 

２ 受験資格 

 (1) 共通事項 盛岡市内に居住（通勤可能又は居住予定を含む。）している者 

 (2) 建築技術職 

  次のいずれかに該当する者（専門課程を修めたかは問いません。） 

区  分 受 験 資 格 

大学卒程度 

 次のいずれかに該当する者。 

①平成３年４月２日から平成16年４月１日までに生まれた者。 

（学歴は問いません。） 

②平成16年４月２日以降に生まれた者で、大学（短期大学を除く）を卒業した者。 

社会人経験者 
 昭和51年４月２日以降に生まれ、民間企業などでの職務経験が直近７年（平成31年

４月１日から令和８年３月31日まで）中に通算５年以上ある者。 

公務員経験者 
 昭和63年４月２日以降に生まれた者で、国、都道府県、政令指定都市、中核市のい

ずれかで正規職員としての職務経験が令和８年３月31日時点で通算５年以上ある者。 

 

※社会人経験者、公務員経験者の要件 

職務経験について 

・「民間企業など」は、会社員、自営業者、公務員、団体職員、ＮＰＯの職員として勤務したこ

とをいいます。（正職員・派遣社員・パートなどの雇用形態は問いません。） 

・青年海外協力隊としての活動経験（独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）が継続して行うも
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ので、証明可能なものに限る。）がある方は、当該期間を職務経験年数に含むことができます。 

・公務員経験者の職務経験は、受験する試験区分と同一の職務に従事するものに限ります。 

・職務経験として該当するのは、次の職務経験に係る職歴とします。 

①建築工事の設計又は施工管理 

②都市計画事業等に関する建築に係る計画業務 

③建築物の確認又は検査 

経験年数について 

・複数箇所での勤務がある場合、平成31年４月１日から令和８年３月31日までの期間中※週30時間

以上の勤務をそれぞれの勤務先で１年以上継続していることを要します。なお、同一期間に複

数箇所で勤務した場合は、いずれか一方の職歴のみ通算できます。 

 ※公務員経験者枠の場合は、当該期間より前の経験年数も通算することができます。 

・病気休職等職務に従事していない期間（１カ月以上の休業期間が該当。）は、職務経験に含み

ません。 

在職期間証明書の提出 

最終合格発表後、職務経験年数の確認のため、在職期間証明書を提出していただきます。必要

な職務経験が確認できない場合は合格を取り消すことがあります。 

 

※ 前記に該当していても、次のいずれかに該当する者は受験できません。 

ア 日本の国籍を有しない者 

イ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるま

での者 

ウ 盛岡市職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない者 

エ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結

成し、又はこれに加入した者 

 

３ 受付期間及び受験申込 

受付期間 令和８年４月１日（水）午前８時30分 ～ ４月24日（金）午後11時59分 

申込方法 

(Web) 

職員採用専用サイトからエントリーしてください。 

職員採用専用サイト：https://public-connect.jp/employer/57728 

注１：エントリーの前に、自治体求人サイト「パブリックコネクト」の会員登録を行っ

た上で、プロフィール（基本情報、学歴、職歴等）を登録する必要があります。 

注２：インターネットによる申込みができない方は、申込期限の１週間前までに職員課

人事係に連絡してください。 

注３：２つ以上の区分の申込みはできません。 

応募受付

の連絡 

４月28日（火）までに応募受付の連絡を職員採用専用サイトのメッセージで送信しま

す。 

上記メッセージが届かない場合は、４月30日（木）午前10時までに職員課人事係に連絡

してください。連絡いただけない場合は、受験できなくなる可能性があります。 

 

４ 試験の日時、会場、合格発表 

 日 時 ・ 会 場 合 格 発 表 

第一次 

試 験 

「大卒程度、社会人経験者」 

・令和８年５月10日（日） 

 受付 午前８時20分～午前８時40分 

・第一次試験 

令和８年５月15日（金） 

午後３時頃 

https://public-connect.jp/employer/57728
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 日 時 ・ 会 場 合 格 発 表 

・会場 盛岡市役所本庁舎 

※受付時間及び会場は予定です。 

・第二次試験 

令和８年６月上旬（予定） 

 

盛岡市庁舎前掲示板及び市ホームペ

ージに受験番号を掲示します。 

また、合格者には職員採用専用サイ

トのメッセージでも通知します。 

「公務員経験者」 

 申込内容及び提出書類により選考します。 

・提出書類 

 (1) 公務員職務経歴書 

 (2) 出勤簿の写し（職務経験として算定する

直近５年分） 

・提出期限 令和８年５月７日（木）午後５時 

第二次 

試 験 

・令和８年５月下旬 

・会場 盛岡市役所本庁舎 

※試験日及び会場は予定です。第一次試験合

格通知の際に指定します｡ 

 

５ 試験の方法等 

 (1) 第一次試験 

職 種 区 分 試  験  方  法  等 

建築技術職（大学卒程度） 教養試験（択一式１時間30分）、専門試験（択一式２時間） 

建築技術職（社会人経験者） 
職務能力試験（択一式１時間）、 

職務適応性検査（択一式20分）、論文試験（１時間30分） 

建築技術職（公務員経験者） 書類選考 

  ※ 論文試験の採点は、第二次試験において行います。 

 

（参考）出題分野 

教養試験 
時事、社会・人文、自然に関する一般知識を問う問題。文章理解、判

断・数的推理、資料解釈に関する能力を問う問題 

職務能力試験 
論理的に思考する力、文章を正確に理解する力、統計等の資料を分析

する力、国内外の社会情勢への理解等を確認するための基礎的な出題 

職務適応性検査 社会人の職務・職場への適応性を性格傾向の面から検証する 

建築専門試験 
数学・物理、構造力学、材料学、環境原論、建築史、建築構造、建築

計画（都市計画、建築法規を含む。）、建築設備、建築施工 

書類選考 申込内容及び提出書類により選考する 

 

 （参考）過去の論文課題 

建築技術職 

（社会人経験者） 

 盛岡市は、令和７年度から10年間を計画期間とする総合計画を策定しまし

たが、盛岡市が抱えている課題を１つ挙げ、その課題解決に向けて、どのよ

うな取組を行う必要があるか、あなたの考えを述べなさい。（令和７年度） 

 

(2) 第二次試験 

   人物試験（個別面接） 
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６ 試験結果の開示 

  試験の結果については、個人情報の保護に関する法律の規定に基づき、口頭で開示の申出をす 

ることができます。 

開示内容 得点及び順位 

期  間 試験の合格発表日から１カ月間 

申出方法 

受験者本人が、午前８時30分から午後５時30分までの間に職員課人事係に来庁し

て申し出てください。ただし、土曜・日曜日、祝日、振替休日は受け付けませ

ん。また、電話、手紙等での申出はできません。 

必要書類 
受験票（画面の提示も可）又は本人であることが確認できる書類（運転免許証、

旅券等） 

 

７ 合格から採用まで 

 最終合格者は、採用候補者名簿に登載され、欠員等の状況により成績順に採用を決定します。 

 なお、この名簿は令和９年３月31日まで有効ですが、採用候補者の辞退等に備えて採用見込者数よ

り多めに候補者が決定されますので、名簿登載者全員が採用になるとは限りません。 

 

８ 給 与 

 (1) 初任給（令和８年４月１日現在）  239,300円（建築技術職（大学卒）） 

   初任給は、個々の職務経験年数や学歴等に応じて決定されます。通常毎年１回昇給します。 

  （例） 

区分 年齢（採用時） 初任給 備考 

社会人経験者 
35歳 約24万円～27万円 大学卒の場合 

45歳 約25万円～28万円 大学卒の場合 

公務員経験者枠 
30歳 約27万円 大学卒、公務員経験８年の場合 

35歳 約30万円 大学卒、公務員経験13年の場合 

※職歴により変動有り 

 (2) 諸手当 

盛岡市職員給与支給条例の規定に基づき、扶養、通勤、住居、期末、勤勉、寒冷地手当等がそれ

ぞれの要件で支給されます。 

※採用に伴い住居の移転等が生じる場合であっても、盛岡市から旅費等の支給はありません。 

 

９ 試験当日持参するもの及び試験会場 

 (1) 試験当日持参するものは、次のとおりです。 

・受験票（職員採用専用サイトから印刷したもの（受験票画面の提示も可）） 

・筆記用具（ＨＢの鉛筆４～５本、消しゴム） 

 (2) 試験会場は次のとおりです。 

・盛岡市役所（盛岡市内丸12-2） 

バス：「県庁・市役所前」下車 徒歩１分 

試験会場には駐車場がありませんので、自動車での来場はご遠慮ください。 

 

10 その他 

盛岡市では、盛岡市への移住・定住を考えている方、消防団、ボランティア等の地域活動に積極的

に参加する方の応募についてもお待ちしています。 


